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　　 　　 特記仕様書 別記「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。　

　　（４）第１回打合せ及び成果品納入時には、主任技術者が立ち会うこと。

　　（５）中間協議の回数は６回とする。

　　（６）報告書

　　　　　　　　報告書のまとめ方については監督員の指示によるものとし、提出部数はA4版製本1部

　　　　　　電子データ2部とする。

　　（２）仕様書等に定める書類

７　一般仕様書

　　（１）受託者は、業務上知り得た事項を他人にもらしてはならない。

　　（２）役務の着手後、直ちに役務履行計画書を作成し、監督員に提出すること。

　　（３）受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、

　　（１）着手届

　　（２）役務履行計画書

　　（３）主任技術者等指定通知書及び経歴書

６　完了について

　　受託者は、本役務の完了後速やかに次の書類を提出するものとする。

　　（１）完了届

　泥炭性軟弱地盤対策工マニュアル（国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所）及び

　関係指針、及び特記仕様書による。なお、役務の実施に際して、本仕様書に関する疑義及び

　仕様書等に定めのない事項が発生した場合は、委託者と協議の上決定するものとする。

５　着手について

　　受託者は、本役務を実施するにあたり役務内容の詳細について委託者と十分協議し、

　次の書類を提出するものとする。

２　履行場所

　　札幌市厚別区厚別町山本1066番地先ほか

３　履行期間

　　契約締結日から令和９年３月19日までとする。

４　仕様書等

　　受託者は札幌市土木業務共通仕様書、札幌市地質・土質調査業務共通仕様書、

内訳

消 費 税 等相 当額

役      務     説     明
１　役務の概要

　　沈下観測　一式、沈下解析　一式

山本小野津幌川沿線
（山本東線～山本野津幌川線間）沈下解析検討業務役務名

一金 総 委 託 費

設 計 委 託 費
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特記仕様書 

 

１ 役務目的 

  本役務は軟弱地盤対策工のための沈下観測、解析検討等を行うものである。 

   

２ 作業時間 

  午前９時から午後５時までを基本とする。 
 

３ 沈下観測、解析検討について 

（1）沈下観測は、「令和７年度 社会資本整備総合交付金事業 山本小野津幌川

沿線（山本東線～山本野津幌川線間）載荷盛土工事」で設置した沈下板の観測

及び令和８年度に施工予定である載荷盛土工事に係る変位杭の設置及び観測を

行うものである。 

（2）観測に際しては、令和７年度業務で観測した令和８年３月までの観測結果を

貸与するので、参考にすること。 

（3）観測対象箇所は沈下板９箇所、観測回数については令和８年５月から令和９

年３月まで１回/月の計 11 回/箇所を想定している。 

   また、変位杭については２本を想定しており、観測回数においては令和８年

度載荷盛土工事期間中１回/１日（観測４５回/本）、工事完了後１か月は１回

/３日（観測１0 回/本）を想定している。 

（4）観測回数や箇所等に増減が生じる場合は、別途協議とする。 

（5）沈下解析報告書には、観測データから載荷盛土の撤去時期を推定し、記載す

ること。 

（6）盛土及び周辺地盤に異常が発生する恐れが生じた場合は、委託者に速やかに

報告すること。 

（7）本業務における成果品は、別途発注予定の令和９年度沈下解析検討業務へ引

き継ぐことを前提に資料作成を行うこと。 

 

 

４ 主任設計者及び照査技術者について 

下記の条件を満たす者とする。 

⑴ 主任設計者は、下記資格要件分類表の（Ⅲ）の要件を満たす者とする。 

⑵ 照査技術者は、下記資格要件分類表の（Ⅱ）の要件を満たす者とする。 
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資格要件分類表

主任設計者 照査技術者

資格要件（Ⅰ）

資格要件（Ⅱ）

資格要件（Ⅲ）

技術士（建設部門、総合技術監理部門－
建設）、ＲＣＣＭ（別表１）のいずれか
の資格保有者、又は建設コンサルタント
等業務について（大学・短大・高専卒20
年、高卒22年、その他25年以上）実務経
験を有する者。

技術士（建設部門、総合技術監理部門－
建設）、ＲＣＣＭ（別表１）のいずれか
の資格保有者。

資格要件（Ⅳ）

技術士（別表２）、ＲＣＣＭ（別表３）
のいずれかの資格保有者、又は建設コン
サルタント等業務について（大卒13年、
短大・高専卒15年、高卒17年以上）実務
経験を有する者。

技術士（別表２）、ＲＣＣＭ（別表３）
のいずれかの資格保有者。

要件分類
資　　格

技術士（建設部門－道路、総合技術監理部門－建設－道路）、ＲＣＣＭ（道路）
のいずれかの資格保有者。

技術士（建設部門、総合技術監理部門－建設）、ＲＣＣＭ（道路）のいずれかの
資格保有者。

別表1
河川、砂防及び海岸・海洋　
港湾及び空港　
道路
鉄道　
造園　
都市計画及び地方計画　
鋼構造及びコンクリート　
トンネル　
施工計画、施工設備及び積算
建設環境

別表２
建設、総合技術監理－建設 （科目問わず）
上下水道、総合技術監理－上下水道 上水道及び工業用水道、下水道
農業、総合技術監理－農業 農業土木
森林、総合技術監理－森林 森林土木
水産、総合技術監理－水産 水産土木
応用理学、総合技術監理－応用理学 地質

別表３
河川、砂防及び海岸・海洋　
港湾及び空港
電力土木　
道路
鉄道
上水道及び工業用水道
下水道
農業土木
森林土木　
造園　
都市計画及び地方計画
地質
土質及び基礎　
鋼構造及びコンクリート
トンネル
施工計画、施工設備及び積算
建設環境
水産土木

ＲＣＣＭ

ＲＣＣＭ

技術士














